
介護老人保健施設博寿苑 

通所リハビリテーション（介護予防通所リハビリテーション）運営規程 

 

（目的） 

第１条  利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生 

活を営むことができるよう、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーショ

ンを行うことにより、利用者の心身の機能回復を図ることを目的とする。 

 

（運営の方針） 

第２条  利用者の人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努める共 

に、利用者及びその家族のニーズを的確に捉え、個別に通所リハビリテーション

計画（介護予防通所リハビリテーション計画）を作成することにより、利用者が

必要とする適切なサービスを提供する。 

２ 利用者の心身機能の改善、環境調整等を通じて、利用者の自立支援し、生活 

の質の向上に資するサービス提供を行う。 

３ 通所リハビリテーション計画（介護予防通所リハビリテーション計画）に基づ

き、ご利用者の意欲を高めるような適切な働きかけと、利用者の自立の可能性を

最大限に引き出す支援を行う。 

４ 事業者は自らその提供する事業の質の評価を行い、常にその改善を図る。 

 

（事業所の名称等） 

第３条  名称及び所在地は次の通りとする。 

（１） 名称  医療法人社団 行陵会 

介護老人保健施設 博寿苑 

 

（２） 所在地 京都市左京区大原戸寺町３８３番地 

 

（職員の職種、員数、及び職務内容） 

第４条  医療法人社団行陵会介護老人保健施設博寿苑通所リハビリテーション（介護予

防通所リハビリテーション）に従事する職員の職種、員数及び職務内容は次の通

りとする。 

 

（１） 管理者  常勤１.０人（医師と兼務） 

 管理者は所属職員を指導監督し、適切な事業の運営が行われる

よう総括する。 

（２） 医師  １.０人以上（入所・短期入所兼務） 

医師は、利用者の健康状況を把握し、傷病について適切な処置

を行い、理学療法士・作業療法士に適切な指示をだす。 



（３） 理学療法士又は作業療法士  １.５人以上（入所・短期入所兼務） 

医師の指示を受け通所者等の自立支援を目的とした必要なリハビリテー

ションを行う。 

（４） 相談員  １.０人以上 

相談員は、利用者及び家族の必要な相談に応じると共に、適切なサービ

スが提供できるよう事業所内のサービスの調整、居宅介護支援事業者等他

の機関との連携において必要な役割を果たす。 

（５） 介護職員 ６.０人以上 

（サービス提供時間を通じて毎日常時１名以上配置する。） 

介護職員は、通所リハビリテーションの提供にあたり利用者の心身の状

況等を的確に把握し、適切な介助を行う。 

 

（利用定員） 

第５条  一日に通所リハビリテーション（介護予防通所リハビリテーション）のサービ

スを提供する定員は６０名とする。 

 

（営業日及び営業時間） 

第６条  本事業所の営業日及び営業時間は次の通りとする。 

（１） 営業日毎週月曜日～土曜日（ただし１２／３０～１／３を除く） 

（２） ①午前１０時００分から午後４時０５分まで 

（送迎時間午前８時４５分から午後５時００分まで） 

②午前１０時００分から午後１時０５分まで 

（送迎時間午前８時４５分から午後２時００分まで） 

（３） 但し、利用者の要望等により日曜日及び１２／３０～１／３間に営業す

ることがある。 

 

（通所リハビリテ－ションの内容）（介護予防通所リハビリテーションの内容） 

第７条  通所リハビリテーション（介護予防通所リハビリテーション）の内容は次の通

りとする。 

（１） 日常生活上の援助 

日常生活動作能力に応じて、必要な介助を行う。 

①  排泄の介助 

②  移動の介助 

③  通所の介助等その他必要な身体の介助 

④  養護（休養） 

（２） 健康状態の確認。 

（３） 機能訓練サービス。 

利用者が日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための各種サ



ービスを提供する。 

①  日常生活動作に関する訓練 

②  レクリエーション（アクティビティサービス） 

③  行事的活動 

④  体操 

⑤  趣味活動 

⑥  個別リハビリテーション 

（４） 送迎サービス 

障害の程度、地理的条件等により送迎を必要とする利用者については専

用車両により送迎をおこなう。また、必要に応じ送迎車両への昇降及び移

動の介助を行う。 

（５） 入浴サービス 

居宅における入浴が困難な利用者に対して、必要な入浴サービスを提供

する。 

①  入浴形態 

一般浴槽による入浴 

特殊浴槽による入浴 

②  介護の種類 

衣類着脱 

身体の清拭、洗髪、洗身 

その他必要な介護 

（６） 食事サービス 

① 準備、後始末の介助 

② 食事摂取の介助 

③  その他必要な食事の介助 

（７） 相談、助言に関すること 

利用者及びその家族の日常生活における介護等に関する相談及び助言を

行う。 

①  日常生活動作に関する訓練の相談、助言 

②  福祉用具の利用法の相談、助言 

③ その他の必要な相談、助言 

 

（通所リハビリテーション計画、介護予防通所リハビリテーション計画の作成等） 

第８条  通所リハビリテーション（介護予防通所リハビリテーション）の提供を開始す

る際には、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている状況並びに家族等介

護者の状況を十分に把握し、個別に通所リハビリテーション計画（介護予防通所

リハビリテーション計画）を作成する。すでに居宅サービス計画が作成されてい

る場合は、その内容に沿った通所リハビリテーション計画（介護予防通所リハビ



リテーション計画）を作成する。 

 

２ 通所リハビリテーション計画（介護予防通所リハビリテーション計画）の作成、

変更の際には、利用者または家族に対し、当該計画の内容を説明し、同意を得る。 

３ 利用者に対し、通所リハビリテーション計画（介護予防通所リハビリテーショ

ン計画）に基づいて各種サービスを提供するとともに、継続的なサービスの管理、

評価を行う。 

 

（利用料等） 

第９条  サービスを提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣の定める基準によるも

のとし、当該指定通所リハビリテ－ション（介護予防通所リハビリテーション）

が法定代理受領サービスであるときは利用者から本人負担分の支払いを受けるも

のとする。 

２ 以下の日常生活費用については、その利用量、利用回数に応じ実費を徴収する。

（別表参照） 

（１） おむつ代 

（２） 食費 

（３） 日用品費 

（４） 教養娯楽費 

（５） おやつ代（利用者の嗜好、希望によるもの） 

（６） 文書の交付に伴い必要となる費用 

（７） その他、上記を除く通所リハビリテーション（介護予防通所リハビリテ     

    ーション）の利用において個人が準備すべきものや個人の希望による 

    日常生活に必要な物品についても実費徴収する。 

３ 前項に掲げる費用の額に係るサ－ビスの提供に当っては、あらかじめ利用者又

はその家族に対して、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者

の同意を得たものに限り徴収する。 

４ 利用予定日の利用の中止を申し出された場合、取消料として下記の料金を徴収

する。 

（１） 利用予定日の前日までに申し出がなかった場合：予定されていた日常生

活費用の内、食費、おやつ代の自己負担額（実費） 

（２） 利用予定日の前日までに申し出があった場合：無料 

５ その他の費用の徴収が必要となった場合は、その都度協議して利用者等に説明

し同意を得たものに限り徴収する。 

 

（勤務体制の確保） 

第１０条 利用者に対し、適切なサ－ビスを提供することができるよう、職員の勤務体制

を定める。 



２ 職員の資質向上のため、次のような研修の機会を確保する。 

（１） 採用時の研修 

（２） 全国老人保健施設協会等主催の研修会に参加 

（３） 階層別研修会 

 

（通常の事業の実施範囲） 

第１１条 原則として京都市左京区（久多・花背地域除く）、北区（西：堀川通り 南：

紫明通り）、上京区（室町小、京極小、御所南小区）、東山区（南：丸太町通り）とする。 

 

（非常災害対策） 

第１２条 非常災害対策については消防法施行規則第３条に規定する消防計画及び、風 

災害、地震等の災害に対処する計画に則り、又、消防法第８条に規定する防火管

理者を設置して万全を期す。これらの、これらの、非常災害用設備の点検、自主

検査については、医療法人社団行陵会消防計画に基づいて行い、年２回以上定期

的に避難、救出その他必要な訓練を行う。 

２ 火災の発生、地震及びその他の災害が発生した場合は、被害を最少限度にとど

める為、自衛消防隊を編成し、任務の遂行にあたるものとする。 

 

（緊急時における対応方法） 

第１３条 通所リハビリテーション（介護予防通所リハビリテーション）の提供中に利用

者の心身の状況に異変その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医あるいは

協力医療機関、また必要に応じて京都市その他市町村、利用者の家族及び利用者

に係る居宅介護支援事業者（介護予防にあっては地域包括支援センター）等に連

絡し、適切な措置を講ずる。 

 

（施設利用にあたっての留意事項） 

第１４条 施設の利用に当たっては、あらかじめ利用申込者またはその家族は、この運営

規程の概要、職員の勤務体制、その他のサービスの選択に必要な重要事項を記し

た文書の交付及び説明を受け、サービスの内容及び利用期間等について合意の上

でサービスの提供を受けること。実際に施設サービスの提供を受ける際に利用者

が留意すべき事項としては、次のとおりとする。 

２ 設備、器具は本来の用法にしたがって利用すること。 

３ 施設内での喫煙は禁止とする。 

４ 騒音等他の利用者の迷惑になる行為は行わないこと。 

５ 施設内で他の利用者に対し、迷惑を及ぼすような宗教活動、政治活動、営利活

動は行わないこと。 

６ 食品類、金銭・貴重品類の持ち込みは行わないこと。 

７ ペットは持ち込まないこと。 



 

 

（衛生管理等） 

第１５条 利用者の使用する食器その他の設備または飲用に供する水について、衛生的な

管理に努める。また、衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療用具

の管理を適正に行う。 

（掲示） 

第１６条 施設の見やすい場所に、この運営規程の概要、職員の勤務体制、利用料その他

のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示する。 

（秘密保持等） 

第１７条 当施設とその職員は、業務上知り得た利用者又は保証人若しくはその家族等に

関する秘密を、正当な理由なく第三者に漏らさない。当施設の「個人情報保護規

程」に従って対応する。 

 

（苦情処理） 

第１８条 提供したサービスに関する利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、

苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講ずる。 

２ 提供したサービスに関し、市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示

の求め若しくは依頼または市町村の職員からの質問もしくは照会に応じ、利用者

からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導また

は助言を受けた場合は、当該指導または助言に従って必要な改善を行う。 

３ 提供した当該サービスに関する利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連

合会が行う調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導または助

言を受けた場合においては、当該指導または助言に従って必要な改善を行う。 

４ 利用者及び保証人は、当施設の提供する介護保険施設サービスに対しての要望

又は苦情等について、担当支援相談員および担当職員に申し出ることができる。 

５ 行政苦情窓口として 

*左京区役所保健福祉センター健康長寿推進課 高齢介護保険担当 （075-702-1071）                 

*北区役所保健福祉センター健康長寿推進課 高齢介護保険担当  （075-432-1366） 

*上京区役所保健福祉センター健康長寿推進課 高齢介護保険担当 （075-441-5106）  

*東山区役所保健福祉センター健康長寿推進課 高齢介護保険担当 （075-561-9187）  

*京都府国民健康保険団体連合会 介護保険課介護管理係相談担当 （075-354-9090） 

 

（地域等との連携） 

第１９条 施設の運営に当たっては、地域住民やその自発的な活動等との連携及び協力を

行うなど地域との交流に努める。 

 



（事故発生時の対応） 

第２０条 利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに利用者

家族及び関係機関等に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずるものとする。ま

た、賠償すべき事故が発生した場合は、できる限り速やかに損害賠償を行う。 

２ 事故が発生した場合の対応、報告の方法等が記載された、事故発生の防止の為

のマニュアルを整備する。 

３ 事故が発生した時又はそれに至る危険性がある事態が生じた時に、当該事故が

報告され、その分析を通じた改善策を従業員に周知徹底する。 

４ 事故発生防止のための委員会及び介護職員その他の従事者に対する研修を、定

期的に行う。 

 

（虐待の防止に関する事項） 

第２１条 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講

じるものとする。 

⑴虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果につ

いて、従業者に周知徹底を図る。 

⑵ 虐待の防止のための指針を整備する。 

⑶ 従業者に対、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。 

⑷ 前 3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。 

2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者（利用者の家族等高齢者を

現に養護する者）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、市

町村に通報するものとする。 

 

（会計の区分） 

第２２条 通所リハビリテ－ション（介護予防通所リハビリテーション）の事業の会計と、

その他の事業の会計と区分する。 

 

（記録の整備） 

第２３条 施設は、職員、設備及び会計に関する諸記録の整備を行う。また、利用者に対

する当該サービスの提供に関する諸記録を整備し、その完結の日から５年間保存

する。 

 

（重要事項の決定） 

第２４条 その他、通所リハビリテ－ション（介護予防通所リハビリテーション）運営に

関する重要事項決定に当っては、法人の理事会で決定する。 

 

（付則） 

この規程は、令和４年１０月１日から施行する 



 

（別表） 

 

 

利用料及びその他費用の額 

 

 

１ 日用品費 

おしぼり、シャンプ－、リンス、ボディシャンプ－等  １５０円／１日 

 

２ 教養娯楽費 

レクリエーションに係る材料費、教材等  １５０円／１日 

 

３ おやつ代（利用者の嗜好・希望による） 

①  １５０円／1日 

② 選択メニュー（利用者が選択し、施設が提供する特別なおやつ。実費） 

 

４ 文書の交付に伴い必要となる費用 

別に定める 

 

５ おむつ代 

①  紙おむつ（パンツタイプ）１５０円／1枚 

②  紙おむつ（パットタイプ） ４０円／1枚 

③  紙おむつ（テープタイプ）１００円／1枚 

 

６ 食費（昼食の食費） 

①  一般食 ８００円／１日 

②  選択食（利用者が選択し、施設が提供する食事） 


